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１ 副企業長について

① 給水人口上位２位までの市の長 橿原市長・生駒市長

② ①以外の市の長のうち２人
【運用】市長会の推薦者

（建制順）
大和高田市長・大和郡山市長

③ 町村の長のうち２人
【運用】町村会の推薦者
（２ブロック（北・中南）毎に
郡→郡内町村で建制順）

平群町長・川西町長

企業長が任命

(1) 企業団設立から２年間の副企業長（６人）の人選 企業団規約第10条第１項 基本計画の
４の(1)に基づき人選

(2) 企業長の職務を代理する副企業長の順序（案） 企業団規約第10条第２項に基づき制定

【案】 給水人口（※）が多い市町村の長の職にある者の順
(※)水道法第７条第４項に規定する給水人口

【上記案に基づく順序】
第１順位 橿原市長
第２順位 生駒市長
第３順位 大和郡山市長
第４順位 大和高田市長
第５順位 平群町長
第６順位 川西町長

※企業長、副企業長のすべてに事故、又は欠けたときは、
事務局長が企業長の職務を代理
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企業長 副企業長 監査委員（非常勤） 附属機関の委員等

職務概要

企業団の長（管理者）
　・重要事項の決裁等
　・正副企業長会議（年数回）会長務
　・運営協議会（年数回）会長務
　・議会（年２回）招集・答弁　等

企業長の補佐
　・正副企業長会議（年数回）出席
　・運営協議会（年数回）出席
　・議会（年２回）出席
　・その他随時（重要事項等協議）

財務、事務執行等の監査
　・例月現金出納検査（毎月）
　・決算審査（年１回）
　・行政監査（年１回）　等

以下の附属機関等での調査審議
　・情報公開・個人情報保護審査会

　・行政不服審査会　・入札監視委員会

　・公務災害補償等委員会

　・水道事業等審議会　・公平委員会

本職 知事 ６人（構成市町村長） ２人（公認会計士、行政経験者） 有識者等

給与/報酬
（案）

不支給　　 不支給　　 日額 10,900円　 日額 10,900円　

考え方

・統合前からの所掌職務を含む職務のた
め、不支給
・県内一部事務組合との均衡を考慮

・統合前からの所掌職務を含む職務のた
め、不支給
・県内一部事務組合との均衡を考慮

・人材確保の観点から県内一部事務組合
との均衡を考慮の上、県の附属機関委員
(日10,900円)と同額を支給

・人材確保の観点から県の附属機関委員
(日10,900円)と同額を支給

【参考】県内の一部事務組合（県域）
（管理者）橿原市長 ６人（構成市町村長） ２人（識見者、議員） 有識者等

不支給　　 不支給　　 年額 100,000円　 日額 10,000円　

※実働(年16日)→6.25千円/日

（連合長）大和郡山市長 ６人（構成市町村長） ２人（識見者、議員） 有識者等

不支給　　 不支給　　
　　　　　 識見者　日額 10,000円
　　　　　 議員　　  日額  7,000円

日額 8,000円　

※実働(年５日)→実支給 年50千～35千円

元県部局長 ２人（県次長、院長） ２人（公認会計士、議員） 有識者等

(常勤) 月額 439,800円　 (常勤) 上限 月額 640,000円　 日額 10,000円　 日額 10,900円　

※実働(年５日)→実支給 年50千円

【参考】他府県の広域水道企業団の例（県が構成団体となっている）
知事 ３人（構成市町長２、元副知事１） ２人（公認会計士、行政経験者） 有識者等

年額 50,000円　
   構成市町長(非常勤)年額 30,000円
       元副知事（常勤）月額 650,000円

月額 100,000円　 日額 9,000円　

知事 １人（元県部局長） ２人（公認会計士、行政経験者） 有識者等

年額 60,000円　 (常勤) 月額 670,000円　 年額 1,200,000円　 日額 39,200円以内　

奈良県広域消
防組合

奈良県後期高
齢者医療広域
連合

南和広域医療
企業団

香川県広域水
道企業団

広島県水道広
域連合企業団

２ 企業長、副企業長、監査委員（非常勤）等の給与等について
※別途、旅行がある場合は、旅費（特別職等の場合は費用弁償）を支給（県と同様、企業長等は国指定職俸給表適用者、特別職等は国行政職俸給表７級適用者の旅費相当）
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１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 Ｒ７年４月～

企業団

執行体制

協議体制

現行の準備協議体制

具体的には、年明け以降、
議会への提出議案（予算案・条例案等）
等を皮切りに協議いただく予定

事業開始企業団議会

首長による
テーマ別部会

企業団設立準備協議会

検討部会（首長）

実務者の体制（幹事会、作業部会）

協議組織

・企業団運営に係る重要事項等を協議

・その他事項の報告・共有

運営協議会 構成団体の長全員で構成

企業長（執行機関）

執行組織

正副企業長会議の下に

Ｒ７年４月から設置

（部会の数、構成等は

Ｒ６年度中に整理）

副企業長（６人）

事務局

正副企業長会議

３ 今後の検討体制について
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・企業団運営に係る重要事項等の

方針（案）を決定

・その他事項の報告・共有

企業団設立

Ｒ７年３月末
廃止

・全構成団体の議会の議決
・総務大臣への届出



４ 企業団設立時に制定・施行すべき条例等について

○企業団設立に伴って制定・施行すべき例規（条例、規則、管理規程）は約１００本に及ぶ。

○これらについて、以下の手続きで進める。

１ 企業長、副企業長
① 企業長の職務代理 規則（案）
② 企業長等の給与・旅費、特別職等の報酬・費用弁償 条例（案）

２ R７年３月までの事務局体制
③ 事務局設置 条例（案）
④ 職員定数 条例（案）
⑤ 職設置 規則（案）

３ 運営協議会
⑥ 運営協議会運営 規則（案）

４ 情報公開・個人情報保護
・ 情報公開 条例・規則
・ 個人情報保護 条例・規則
・ 情報公開・個人情報保護審査会 規則

５ 条例等の公布の方法等
・ 条例公布手続等の条例、公報発行規則

６ その他事務関係
・ 公印規程、公文作成規程、文書管理規程、事務決裁規程

P５

P６

P７

県の規定に倣いつつ、

一部事務組合・公営企業として

の独自部分は先進団体（香川・

広島）を参考にして作成

内 容 本数 制定・公布時期 制定手続き

A 事業開始前であっても組織運営上直ち
に必要

１７本
企業団設立（１１月下旬）後
（公布日施行）

【条例】企業長専決
※議会へ報告・承認

【規則等】企業長決裁

Ｂ 上記以外
（企業団議会や事業の運営上必要な例規）

約８０本
企業団議会議決後
（公布日又はＲ７年４月１日施行）

【条例】議会へ議案提案
【規則等】企業長決裁
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※その他の企業団設立時に制定・
施行すべき条例等

別添
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時 期（予定） 主 な 事 項

Ｒ６年度 １１月 １日 ○総務省より企業団設立許可

下旬 〇第６回協議会 （持ち回り開催）

１２月 １日 ○【全構成団体】企業団設立式典 開催

○【全構成団体】１２月議会へ関係議案を提案

・企業団議会議員の選出

・各団体の上水道事業・用水供給事業のR7.3.31廃止のための関連議案(※)

・企業団設立準備協議会のR7.3.31廃止のための議案(※)

・その他必要と考えられる議案

１月 ○【企業団】国交省へ国交付金要望

２月 ２０日 ○【企業団】企業団議会 開催

・関係条例制定議案、予算案 等

３月 ○【全構成団体】３月議会

○【全構成団体】国交省又は県へ事業廃止許可申請 → 許可

○【企業団】国交省へ事業認可申請 → 認可

Ｒ７年度 ４月 １日 ○事業統合

【参考】 今後のスケジュール
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※又は３月議会での提案


